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●港湾運送事業法 
・港湾運送事業法（昭和 26 年法律第 161 号）（抄） 

（運賃及び料金） 
第九条 港湾運送事業の許可を受けた者（以下「港湾運送事業者」という。）は、国土交通省令で

定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければなら

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
２ 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当

該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることがで

きる。 
一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 
二 他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものである

とき。 
（差別取扱等の禁止） 

第十五条 港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的

取扱をしてはならない。 
（事業改善命令） 

第二十一条 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を

阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他

の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
（料金） 

第二十二条の三 港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料

金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする

ときも、同様とする。 
２ 第九条第二項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規定により届け出た料金について準用

する。 
（報告徴収等） 

第三十三条 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、港湾

運送事業者又は港湾運送関連事業者に、はしけの使用その他事業に関し報告をさせることがで

きる。 
２ 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、

港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者の事務所若しくは事業場又ははしけ若しくは引船その

他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
３ 当該職員は、前項の規定により検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に

呈示しなければならない。 
４ 第二項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

一 第九条第一項（第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。）又は第二十二条の三

第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃
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又は料金を収受した者 
二 第九条第二項（第二十二条の三第二項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を

含む。）の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者 
三～七 （略） 
八 第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
九 第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の

業務に関して第三十四条、第三十五条又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 
 
 
●製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法

律（取適法） 
・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（昭和 31 年

法律第 120 号）（抄） 

（定義） 

第二条 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製

造（加工を含む。以下同じ。）の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原

材料若しくは専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物

保持具その他の特殊な工具又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を

他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場

合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用い

る当該型若しくは工具の製造を他の事業者に委託することをいう。 

２ この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部

を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその

修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。 

３ この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け

負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び

事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の

全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。 

４ この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為

の全部又は一部を他の事業者に委託すること（建設業（建設業法（昭和二十四年法律第百号）

第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。）を営む者が業として請け

負う建設工事（同条第一項に規定する建設工事をいう。）の全部又は一部を他の建設業を営む

者に請け負わせることを除く。）をいう。 
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５ この法律で「特定運送委託」とは、事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若し

くは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物

が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取

引の相手方（当該相手方が指定する者を含む。）に対する運送の行為の全部又は一部を他の事

業者に委託することをいう。 

６ この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及

び特定運送委託をいう。 

７ この法律で「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。 

一 プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み

合わされたものをいう。） 

二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの 

三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成され

るもの 

四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの 

８ この法律で「委託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者（政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十六号）第十四条に規定する者を除く。）であつ

て、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託

等（情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及

び役務に係るものに限る。次号及び第五号並びに次項第一号、第二号及び第五号において同

じ。）をするもの 

二 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の法人たる事業者（政府契約の支払

遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。）であつて、個人又は資本金の額若

しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える法人たる事業者（政府契約の支払遅延防止

等に関する法律第十四条に規定する者を除く。）であつて、個人又は資本金の額若しくは出

資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託（そ

れぞれ第一号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除く。次号及び第六号並びに

次項第三号、第四号及び第六号において同じ。）をするもの 

四 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え五千万円以下の法人たる事業者（政府契約の支

払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。）であつて、個人又は資本金の額

若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供

委託をするもの 
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五 常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者（国及び政府契約の支払遅延防

止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。）であつて、常時使用する従業員の数が三

百人以下の個人又は法人たる事業者に対し製造委託等をするもの（第一号又は第二号に該当

する者がそれぞれ次項第一号又は第二号に該当する者に対し製造委託等をする場合を除く。） 

六 常時使用する従業員の数が百人を超える法人たる事業者（国及び政府契約の支払遅延防止

等に関する法律第十四条に規定する者を除く。）であつて、常時使用する従業員の数が百人

以下の個人又は法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの（第

三号又は第四号に該当する者がそれぞれ次項第三号又は第四号に該当する者に対し情報成果

物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。） 

９ この法律で「中小受託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第

一号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの 

二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第

二号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの 

三 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項

第三号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの 

四 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第

四号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの 

五 常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第五号に

規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの 

六 常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第六号に規

定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの 

10 資本金の額若しくは出資の総額が千万円を超える法人又は常時使用する従業員の数が百人を

超える法人たる事業者から役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受け、かつ、その

事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が、その製造委託等に係る製造、修理、作成、

提供又は運送の行為の全部又は相当部分について再委託をする場合（第八項第一号、第二号又

は第五号に該当する者がそれぞれ前項第一号、第二号又は第五号に該当する者に対し製造委託

等をする場合及び第八項第三号、第四号又は第六号に該当する者がそれぞれ前項第三号、第四

号又は第六号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。）

において、再委託を受ける事業者が、役員の任免、業務の執行又は存立について支配をし、か

つ、製造委託等をする当該事業者から直接製造委託等を受けるものとすれば同項各号のいずれ

かに該当することとなる事業者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業

者は委託事業者と、再委託を受ける事業者は中小受託事業者とみなす。 
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11 この法律で「製造委託等代金」とは、委託事業者が製造委託等をした場合に中小受託事業者

の給付（役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、役務の提供。以下同じ。）に

対し支払うべき代金をいう。 

（製造委託等代金の支払期日） 

第三条 製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査

をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日（役務提供委託又

は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。

以下同じ。）から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、

定められなければならない。 

２ 製造委託等代金の支払期日が定められなかつたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を

受領した日が、前項の規定に違反して製造委託等代金の支払期日が定められたときは委託事業

者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が、それぞれ

製造委託等代金の支払期日と定められたものとみなす。 

（中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等） 

第四条 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員

会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日

及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この

条において同じ。）により中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの

事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を

要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当

該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。 

２ 委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合にお

いて、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公

正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託

事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この

限りでない。 

（委託事業者の遵守事項） 

第五条 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為（役務

提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第一号及び第四号に掲げる行為を除く。）

をしてはならない。 

一 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の受領を拒むこ

と。 
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二 製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと（当該製造委託等代金の支払

について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等

代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難

であるものを使用することを含む。）。 

三 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減ずること。 

四 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、

中小受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 

五 中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比

し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること。 

六 中小受託事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正

当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利

用させること。 

七 委託事業者についてこの条の規定に違反する事実があると認められる場合に中小受託事業

者が公正取引委員会、中小企業庁長官又はその製造委託等に関する取引に係る事業を所管す

る大臣に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、そ

の他不利益な取扱いをすること。 

２ 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為（役務提供

委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第一号に掲げる行為を除く。）をすることによ

つて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。 

一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料（以下この号において「原材

料等」という。）を自己から購入させた場合に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がな

いのに、当該原材料等を用いる給付に対する製造委託等代金の支払期日より早い時期に、支

払うべき製造委託等代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当

該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。 

二 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。 

三 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の内容を変更さ

せ、又は中小受託事業者の給付を受領した後（役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつ

ては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた後）に給付をやり直させるこ

と。 

四 中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託

事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又

は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供を

せず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること。 
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（遅延利息） 

第六条 委託事業者は、製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたとき

は、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過し

た日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会

規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 

２ 委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じ

たときは、中小受託事業者に対し、製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付

を受領した日から起算して六十日を経過した日のいずれか遅い日から当該減じた額の支払をす

る日までの期間について、その日数に応じ、当該減じた額に公正取引委員会規則で定める率を

乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 

（書類等の作成及び保存） 

第七条 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で

定めるところにより、中小受託事業者の給付、給付の受領（役務提供委託又は特定運送委託を

した場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けたこと）、製造委託等代金の支払

その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。第十四条第三号において同じ。）を作成し、これを保

存しなければならない。 

（指導及び助言） 

第八条 公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大

臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言を

することができる。 

（中小企業庁長官の請求） 

第九条 中小企業庁長官は、委託事業者について第五条の規定に違反する事実があるかどうかを

調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当

な措置をとるべきことを求めることができる。 

（勧告） 

第十条 公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該行為をし

た委託事業者（委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併によ

り設立された法人、委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部の承継があつ

た場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、委託事業者の当該行為に係る事業

の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。

次項及び次条において「違反委託事業者」という。）に対し、速やかにその中小受託事業者の
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給付を受領し、その製造委託等代金若しくはその減じた額若しくは第六条の規定による遅延利

息を支払い、その給付に係る物を再び引き取り、その製造委託等代金の額を引き上げ、若しく

はその購入させた物を引き取るべきこと若しくはその不利益な取扱いをやめるべきこと又はそ

の中小受託事業者の利益を保護するための措置をとるべきことその他必要な措置をとるべきこ

とを勧告するものとする。 

２ 公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特

に必要があると認めるときは、違反委託事業者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周

知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置をとるべきことを勧告す

ることができる。 

（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係） 

第十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第

二十条及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条の規定による勧告をした場合におい

て、違反委託事業者が当該勧告に従つたときに限り、当該勧告に係る行為については、適用し

ない。 

（報告及び検査） 

第十二条 公正取引委員会は、委託事業者（委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合

併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により製造委託等に関する取

引に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継し

た法人、委託事業者の当該取引に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該

事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。以下この条及び次条において同じ。）の中小受託事

業者（中小受託事業者（法人に限る。）が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、

又は合併により設立された法人、中小受託事業者（法人に限る。）の分割により当該取引に係

る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、

中小受託事業者の当該取引に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業

の全部又は一部を譲り受けた事業者。以下この条及び次条において同じ。）に対する製造委託

等に関する取引を公正にするため必要があると認めるときは、委託事業者若しくは中小受託事

業者に対し、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引に関する報告

をさせ、又はその職員に委託事業者若しくは中小受託事業者の事務所若しくは事業所に立ち入

り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 中小企業庁長官は、中小受託事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、

委託事業者若しくは中小受託事業者に対し、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委

託等に関する取引に関する報告をさせ、又はその職員に委託事業者若しくは中小受託事業者の

事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
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３ 製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、中小企業庁長官の第九条の規定によ

る調査に協力するため特に必要があると認めるときは、所管事業を営む委託事業者若しくは中

小受託事業者に対し、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引に関

する報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させることができる。 

４ 前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示

しなければならない。 

５ 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

（委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等） 

第十三条 公正取引委員会、中小企業庁長官及び製造委託等に関する取引に係る事業を所管する

大臣は、この法律の施行に必要な限度で、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報であつ

て、委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引を公正にし、又は中小受託

事業者の利益を保護するため特に必要であると認められるものを相互に提供することができる。 

２ 公正取引委員会は、この法律の施行に必要な限度で、関係行政機関の長に対し、委託事業者

又は中小受託事業者に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。 

（罰則） 

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、

代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第四条第一項の規定に違反して明示すべき事項を明示しなかつたとき。 

二 第四条第二項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。 

三 第七条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は

虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。 

第十五条 第十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者

は、五十万円以下の罰金に処する。 

第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対

して各本条の刑を科する。 
 
 
●私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法） 
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）（抄） 
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第二条 （略） 

②～⑧ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。 

イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内

容を制限すること。 

ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務

の数量若しくは内容を制限させること。 

二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給する

ことであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの 

三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続

して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの 

四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる

拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。 

イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相

手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。 

ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をし

て当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価

格の自由な決定を拘束させること。 

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不

当に、次のいずれかに該当する行為をすること。 

イ 継続して取引する相手方（新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて

同じ。）に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提

供させること。 

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を

受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価

の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引

の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。 

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害す

るおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの 

イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 

ロ 不当な対価をもつて取引すること。 
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ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。 

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 

ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 

ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者

とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、

その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、

唆し、若しくは強制すること。 

第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 

第二十条 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定す

る手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除する

ために必要な措置を命ずることができる。 

② 第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。 

第二十条の六 事業者が、第十九条の規定に違反する行為（第二条第九項第五号に該当するもの

であつて、継続してするものに限る。）をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規

定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為の相手方との間

における政令で定める方法により算定した売上額（当該違反行為が商品又は役務の供給を受け

る相手方に対するものである場合は当該違反行為の相手方との間における政令で定める方法に

より算定した購入額とし、当該違反行為の相手方が複数ある場合は当該違反行為のそれぞれの

相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。）

に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならな

い。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 
 
 
●受託中小企業振興法（振興法） 
・受託中小企業振興法（昭和 45 年法律第 145 号）（抄） 

（定義） 
第二条 この法律において「製造委託等」とは、事業者が他の事業者に対し次の各号のいずれか

に掲げる行為を委託することをいう。 
一 その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造（加工を含む。以下同じ。）の目

的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品

の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者が業として使用し若しくは消費する物

品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造 
二 その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、

部品、附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造（前号に掲げ

るものを除く。）又は修理 
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三 その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用す

る物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部（前号に掲げるものを除く。） 
四 その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の

行為の全部若しくは一部又はその者が業として使用する情報成果物の作成の行為の全部若し

くは一部 
五 その者が業として行う提供の目的たる役務を構成する行為の全部又は一部 
六 その者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的

物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しく

は化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方（当該相手方が指

定する者を含む。）に対する運送の行為の全部又は一部 
２ この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。 

一 プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み

合わされたものをいう。） 
二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの 
三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成され

るもの 
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの 

３ この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以

下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号に掲げる業種及び

第三号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 
二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以

下の会社及び個人であつて、サービス業（次号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を

主たる事業として営むもの 
三 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用

する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で

定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 
四 企業組合 
五 協業組合 

４ この法律において「委託事業者」とは、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自

己より小さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に

対し第一項各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うもの、個人にあつては

常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し同項各号のいずれかに掲げる行為

を委託することを業として行うものをいう。 
５ この法律において「中小受託事業者」とは、中小企業者のうち、法人にあつては資本金の額

若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい法人

若しくは個人から委託を受けて第一項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人

にあつては常時使用する従業員の数が自己より大きい法人又は個人から委託を受けて同項各号
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のいずれかに掲げる行為を業として行うものをいう。 
６ この法律において「受託取引」とは、委託事業者から中小受託事業者が製造委託等を受ける

取引をいう。 
７ この法律において「特定中小受託事業者」とは、中小受託事業者のうち、その行う事業活動

についてその相当部分が長期にわたり特定の委託事業者との受託取引に依存して行われている

状態として経済産業省令で定めるもの（以下「特定受託取引への依存の状態」という。）にある

ものをいい、「特定委託事業者」とは、特定中小受託事業者についての当該特定の委託事業者を

いう。 
８ この法律において「特定連携事業」とは、二以上の特定中小受託事業者が有機的に連携し、

当該特定中小受託事業者のそれぞれの経営資源（設備、技術、個人の有する知識及び技能その

他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。）を有効に活用して、新たな製品又は情報成

果物の開発又は生産若しくは作成、新たな役務の開発又は提供、製品又は情報成果物の新たな

生産若しくは作成又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業

活動を行うことにより、特定委託事業者以外の者との受託取引その他の取引を開始し又は拡大

し、当該特定中小受託事業者のそれぞれの事業活動において特定受託取引への依存の状態の改

善を図る事業をいう。 
（振興基準） 

第三条 経済産業大臣は、受託中小企業の振興を図るため中小受託事業者及び委託事業者のよる

べき一般的な基準（以下「振興基準」という。）を定めなければならない。 
２ 振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 中小受託事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務

の品質の改善に関する事項 
二 発注書面の交付その他の方法による委託事業者の発注分野の明確化及び委託事業者の発注

方法の改善に関する事項 
三 中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項 
四 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項 
五 中小受託事業者の連携の推進に関する事項 
六 中小受託事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項 
七 受託取引に係る紛争の解決の促進に関する事項 
八 受託取引の機会の創出の促進その他受託中小企業の振興のため必要な事項 

３ 振興基準は、中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第五項に規定する小

規模企業者の受託取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。 
４ 経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（指導等） 
第四条 主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業

者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、適

切な具体的措置をとるべきことを勧奨するものとする。 
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●中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準（振興基準） 
・中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準（受託中小企業振興法第３条第１項）

（抄） 
第４ 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項 
２ 対価の決定の方法の改善 

⑴ 取引対価は、合理的な算定方式に基づき、中小受託事業者の適正な利益を含み、中小受託

事業者における賃金の引上げ、労働時間の短縮等の労働条件の改善が可能となるよう、委託

事業者及び中小受託事業者が十分に協議して決定するものとする。 
その際、委託事業者は、以下に掲げる行為を始めとする、合理性や十分な協議を欠く対価

の決定を行わないものとする。 
〔取引対価の協議に関する望ましくない事例〕 
① 目標価格又は価格帯のみを提示して、それと辻褄の合う内容の見積り又は提案を要請す

ること。 
② 過度に詳細な見積りを要請し、それを中小受託事業者が十分に作成できないことを理由

として、協議を拒むこと。 
③ もともと転注するつもりがないにもかかわらず、競合する他の事業者への転注を示唆し

て殊更に危機感を与えることにより、事実上、協議をすることなく、委託事業者が意図す

る取引対価を中小受託事業者に押し付けること。 
④ 競合する他の事業者が取引対価の見直しの要請をしていないこと、委託事業者の納入先

が取引対価の見直しを認めないこと等を理由として、協議を拒むこと。 
また、中小受託事業者は、国・地方公共団体、中小企業の支援機関等に相談する等して積

極的に情報を収集して交渉に臨むよう努めるものとする。 
 
 
●製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法

律第四条の明示に関する規則 
・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明

示に関する規則（令和７年公正取引委員会規則第８号） 
第一条 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（以

下「法」という。）第四条第一項の規定による明示は、次に掲げる事項を記載し又は記録した書

面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下

同じ。）の交付又は電磁的方法による提供により行わなければならない。 
一 委託事業者及び中小受託事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の

符号であって委託事業者及び中小受託事業者を識別できるもの 
二 製造委託等をした日、中小受託事業者の給付（役務提供委託又は特定運送委託の場合にあ

っては、提供される役務。以下同じ。）の内容並びにその給付を受領する期日（役務提供委託

又は特定運送委託の場合にあっては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受け
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る期日（期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間））及び場所 
三 中小受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日 
四 製造委託等代金の額及び支払期日 
五 製造委託等代金の全部又は一部の支払につき、委託事業者、中小受託事業者及び金融機関

の間の約定に基づき、中小受託事業者が債権譲渡担保方式（中小受託事業者が、製造委託等

代金の額に相当する額の代金債権を担保として、金融機関から当該製造委託等代金の額に相

当する額の金銭の貸付けを受ける方式をいう。）又はファクタリング方式（中小受託事業者が、

製造委託等代金の額に相当する額の代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機

関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の支払を受ける方式をいう。）若しくは併

存的債務引受方式（中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債務を委託

事業者と共に負った金融機関から、当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の支払を受

ける方式をいう。）により金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の貸付け

又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項 
イ 当該金融機関の名称 
ロ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額及びその期間の始        

期 
ハ 当該代金債権又は当該代金債務の額に相当する額の金銭を当該金融機関に支払う期日 

六 製造委託等代金の全部又は一部の支払につき、委託事業者及び中小受託事業者が電子記録

債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子記録債権の発生記録又は譲

渡記録をする場合は、次に掲げる事項 
イ 当該電子記録債権の額及び中小受託事業者が製造委託等代金の支払を受けることができ

ることとする期間の始期 
ロ 電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日 

七 製造委託等に関し原材料等を委託事業者から購入させる場合は、その品名、数量、対価及

び引渡しの期日並びにその決済の期日及び方法 
八 法第四条第一項ただし書の規定により前各号に掲げる事項のうち明示しないもの（以下「未

定事項」という。）がある場合は、当該未定事項の内容が定められない理由及び当該未定事項

の内容を定めることとなる予定期日 
２ 前項第四号の製造委託等代金の額について、具体的な金額の明示をすることが困難なやむを

得ない事情がある場合には、製造委託等代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法の明

示をすることをもって足りる。 
３ 第一項各号に掲げる事項が一定期間における製造委託等について共通であるものとして、あ

らかじめその旨を書面の交付又は電磁的方法による提供により明示したときは、その期間内に

おける製造委託等に係る当該事項の明示は、あらかじめ明示したところによる旨を明示するこ

とをもって足りる。 
４ 法第四条第一項ただし書の規定に基づき未定事項を明示するときは、未定事項以外の事項の

明示との関連性を確認することができるようにしなければならない。 
第二条 法第四条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 
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一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通

信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をい

う。）を送信する方法 
二 電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法 

２ 前項の方法は、明示すべき事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に文字、

番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない。 
第三条 法第四条第二項の書面には、第一条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

この場合において、同条第二項から第四項までの規定を準用する。 
第四条 法第四条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 中小受託事業者から法第四条第一項の規定による明示について当該電磁的方法による提供

を希望する旨の申出（書面又は電磁的方法によるものに限る。）があった場合。ただし、中小

受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該明示を受けた事項をその使用に係る電子

計算機の映像面に表示して閲覧することができない場合を除く。 
二 当該製造委託等について既に法第四条第一項又は第二項の規定に基づき書面の交付がされ

ていた場合 
三 前二号に掲げる場合のほか、当該製造委託等に係る行為が特定受託事業者に係る取引の適

正化等に関する法律（令和五年法律第二十五号）第二条第五項に規定する業務委託事業者に

よる同条第三項に規定する業務委託に該当する場合において、同法第三条第二項ただし書の

公正取引委員会規則で定める場合に該当するとき。 
 
 
●特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法（物流特

殊指定） 
・特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法（平成 16 年公正取引

委員会告示第１号） 
  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第二条第九

項の規定に基づき、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法を

次のように指定する。 
 
 特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法 
 
１ 特定荷主が、特定物流事業者に対し運送委託又は保管委託をした場合に、次の各号のいずれ

かに掲げる行為をすること。 
一 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、代金をあらかじめ定めた支払期日の経過

後なお支払わないこと。 
二 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、あらかじめ定めた代金の額を減じること。 
三 特定物流事業者の運送又は保管の内容と同種又は類似の内容の運送又は保管に対し通常支

払われる対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めること。 
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四 正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制し

て利用させること。 
五 代金の支払につき、当該代金の支払期日までに一般の金融機関（預金又は貯金の受入れ及

び資金の融通を業とする者をいう。）による割引を受けることが困難であると認められる手形

を交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。 
六 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、特定物流事業者

の利益を不当に害すること。 
七 特定物流事業者の運送若しくは保管の内容を変更させ、又は運送若しくは保管を行った後

に運送若しくは保管をやり直させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。 
八 特定物流事業者が前各号に掲げる事項の要求を拒否したことを理由として、特定物流事業

者に対して、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。 
２ 特定荷主が前項に掲げる行為をしていた場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しそ

の事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、

その他不利益な取扱いをすること。 
備 考 
１ この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をいう（製造委

託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（昭和三十一年法

律第百二十号）第二条第四項に規定する役務提供委託に該当する場合を除く。）。 
一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本金の額若しく

は出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの 
二 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金

の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの 
三 前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事

業者に対し取引上優越した地位にあるもの 
２ この告示において「特定物流事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をいう。 

一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下（資本金の額又は出資の総額が三億

円を超える事業者の子会社を除く。）の事業者であって、前項第一号に規定する特定荷主から

継続的に物品の運送又は保管を受託するもの 
二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下（資本金の額又は出資の総額が千万

円を超える事業者の子会社を除く。）の事業者であって、前項第二号に規定する特定荷主から

継続的に物品の運送又は保管を受託するもの 
三 前二号に掲げるもののほか、前項第三号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は

保管を受託する事業者であって、当該特定荷主に対し取引上の地位が劣っているもの 
３ 事業者がその子会社に対し継続的に物品の運送又は保管を委託し、子会社がその運送委託に

係る運送の行為又はその保管委託に係る保管の行為について再委託をする場合において、再委

託を受ける事業者が、運送又は保管を委託する当該事業者から直接運送委託又は保管委託を受

けるものとすれば前項各号のいずれかに該当することとなる事業者であるときは、この告示の

適用については、再委託をする事業者は特定荷主と、再委託を受ける事業者は特定物流事業者



19 
 

とみなす。 
４ この告示において「代金」とは、事業者が他の事業者に対し物品の運送又は保管を委託した

場合に受託した事業者の運送又は保管に対し支払うべき運賃又は料金をいう。 
５ この告示において「子会社」とは、会社がその総株主（総社員を含む。以下この項において

同じ。）の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使す

ることができない株式についての議決権を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百

七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。

以下この項において同じ。）の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びそ

の一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権

の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 


